
日  時：平成 28年 8月 25日（木）18時 30分 ～ 20時 00分 

場  所：市役所尾上総合支所 3階 委員会室 

対象地区：みなみの 

参加人数：17名 

 

■意見交換 

内   容 

○事前に町会長より提出のあった提案、要望書について 

 

１．みなみの町会会館について 

みなみの町会には、活動拠点となる会館がなく、尾上総合支所を利用しているが、急な

会議や飲食を伴う集会には利用が制限されている。また、庁舎建設移転に伴う今後の利用

が心配される。町会長の案として、旧木村商店を改築して集会所として使用できないか。 

 

２．小公園の整備について 

 公園の維持管理、各種行事の開催するにあたり、電源設備、水道設備、トイレ設備、収

納小屋がないため不便である。 

 

３．防犯灯について 

町会内の街灯の増設について、手続きを教えていただきたい。 

 

４．リサイクル小屋、ごみ集積所の整備について 

温泉給湯施設の一画を生ゴミ集積所、リサイクル小屋等に利用しているが、手狭になっ

てきており増設を検討している。また、冬季間の除雪に支障があるため、舗装を実施した

い。それぞれの担当部署、手続きを回答いただきたい。  

 

５．町内道路、歩道、街路樹の保全について 

車道の停止線、外側線などの道路の白線について引き直しを実施してもらいたい。 

 

（市の回答） 

・質問のありました 5点について回答させていただきます。 

まず 1 点目の町会会館ですが、以前から要望がありなんとか出来ないかと検討はして

おりました。尾上総合支所の利用については、新庁舎完成後も同じように利用できるも

のと考えております。特に、これから本庁対応となり、こちらには総合支所等が残るこ

とになります。そうなると、今まで以上に空いたスペースが出てきます。それらを支所

のあり方検討委員会の中でも有効活用してもらいたいとの要請もありますので、有効

活用を考えてまいります。飲食についてですが、和室だけは可能とするなど、市と町会

との話し合いの中で利用しやすい環境整備を行いたいと思っています。 



また、旧木村商店を集会所として使用できないかという件ですが、現行のルールでは土

地の取得費用の半額を町会が負担することとなります。また、建築物については、負担

基準がないため、別途総務課との協議が必要となります。それらの負担額を含めて、町

会の総意として取得したいというのであれば改めて市へ要望していただければと思い

ます。その点について意見集約をお願いいたします。 

・2点目の小公園の電源設備等の整備でございますが、現在の行政改革の中では、既存の

設備についても現状維持または縮小する方向で進めております。新規施設の設置は控

えております。地区公園において、水道設備・トイレ設備を新たに設置したところは、

ありませんので、これも難しいところです。夏祭りなどの時に使用する電源、これは発

電機で補えないかとも考えます。収納小屋等も町会で整備するのであれば、検討したい

と考えます。みなみの地区公園の担当課であります農林課までご相談いただければと

思います。 

・3点目の防犯灯の増設についてですが、昨年市内全域について LEDに換えさせていた

だきました。1億円弱かかりましたけど、これで電灯の長寿命化と明るさ、町会で支払

う電気料が安くなったと好評を得ております。今回は増設ということなので、町会で費

用全額負担することになります。市では、どこに防犯灯が設置されているかを調査し、

地図に示しておりますので、総務課まで設置場所、電柱の番号等が決まればお知らせい

ただければと思います。 

・4点目のリサイクル小屋ごみ集積所の増設、舗装については、いずれも尾上総合支所の

市民生活課が担当となります。増設の内容、舗装のやり方によって可能かどうかを判断

することになりますので、計画をもってご相談いただければと思います。尾上総合支所

敷地内にもリサイクルゴミの集積所も設置しておりますので合わせてご検討いただけ

ればと思います。 

・5点目の町内道路の保全や街路樹に関してということで、特に停止線や外側線などの白

線の引き直しに関しての事ですけども、担当課の土木課において町内の状況を確認し

てきたと報告を受けております。市内の白線については、予算の範囲内で緊急度の高い

ものから実施しています。距離数にしますと 2 キロ位になっています。みなみの町会

の白線については、今年度の予定の中には入っておりません。経費節減のために両脇の

外側線よりもセンターラインを優先するよう指示はしております。ただ、停止線に関し

ては安全対策上必要と考えますので、県の公安委員会へ要望してまいります。 

 中々良い方向での回答とはなりませんが、事前に要望いただいた回答については、以上

になります。これについてまたご意見等あればお伺いしたいと思います。 

 

（市民からの要望、質問） 

町会の会館については、今お伺いしましたとおり難しい問題ではあると思いますが、支

所長と相談し、支所を活用させてもらうことでお話はしているのですが、納涼祭は公園で

やった方がいいとの声もありまして、外でやるには、電気設備がないことで非常に不便を

感じます。発電機の話もありましたが、それを保管する小屋もないと。前町会長には、 



支所の一角を貸していただけるとのお話もあったようなことも聞いてはいましたが、私

どもには周知されてはいません。そのような小屋を借用といった便宜を図っていただけ

るのでしょうか。 

公園の利用にはトイレがないことが不便です。雨天の場合には、どこかの施設を借りな

ければならないと、二重の計画を立てなければなりません。今年も公園でハワイアンバン

ドの公演をやろうとなったのですが、雨天の場合はどうしようと、さるか荘を利用させて

いただきました。この場合、使用料だけで高額なものになります。 

これらを考え合わせますと、最低でも電源設備を設置していただければと考えており

ます。農林課から施設管理をお願いされて請け負っていますけど、管理の際に使用する電

源は隣家から借りてやっていますので、不便を感じます。最低限電気設備が整備されます

と公園の利用価値が上がると感じております。 

道路の白線については、通学路にもなっておりますので、停止線を優先して進めていた

だければと思います。 

 リサイクル小屋については、支所長と相談して進めていきたいと思います。冬期間は除

雪が必要で除雪機を使わないと出来ない状況であり、舗装しないと小石等が飛ばされ危

険を伴います。助成金を活用して町会主導で実施したいと考えておりましたので、相談に

より進めていければと考えております。 

 

（市の回答） 

・仮に旧木村商店を集会所にするとなれば、トイレも電源もそろっていると、ただ手続き

や負担金などの問題もありますし、案については町会の総意ではないということです

ので、改めて意見を伺う必要もあります。 

・公園については、納涼祭や公園の維持管理に使う電源ということで、市役所内でも検討

してみましたが難しいと思われます。 

・会館については、支所の活用を飲食や時間なども含め検討した結果、それでも不便であ

ると町会負担をしても建設するという町会の総意であれば、建設場所を含めて検討し

ます。集会所が必要というご意見は重々承知しております。 

・機材の保管庫でありますが、支所の車庫のとなりにシャッター付きの保管庫が 4 箇所

ありますので、その内の 1 箇所については、中の整理をした後に鍵と合わせて貸し出

しすることは可能です。 

  

（市民からの要望、質問） 

 公園の電源についてですが、町会が自ら設置することは可能でしょうか。 

 

（市の回答） 

・出来ない事はないと思いますので、関係機関に確認し町会へ回答いたします。 

 



○みなみの町会会館について 

（市民からの要望、質問） 

会館については、旧尾上町時代からずっと要望してきて、合併の際もすぐに出来るよう

な話であったけど、いつのまにか話がなくなってしまったようで、見通しといいますか、

何年後には出来るとかという話はあるのでしょうか。 

 

（市の回答） 

・現在、市で取り組んでいるのは、昭和 57年度位までに建設された耐震基準をクリアし

ていないものが 19箇所ほどあるのですが、これらを今年度から年 2箇所位を建て替え

または耐震補強することで町会の要望を聞きながら進めております。今年は、猿賀公民

館と東公民館を実施しております。当初は 1箇所 5,000万位で出来る見込みでしたが、

冒頭お話したとおり取り巻く状況がかわりまして、8,000万位かかる予定です。その中

でも順番に実施していく予定です。 

・みなみの町会は特殊で、当初から会館がなかったものですから、この対応をどうするか

ということが非常に難しいものとなっております。これまでは、建て替え等の町会負担

は、4割位を負担してもらった例もあり、これではあまりにも高すぎると、毎戸の負担

が大きすぎるとのことから基準を見直しし現在は、改築の場合は、1 戸あたり 15,000

円の負担としております。みなみの町会で新たに建設されるとなるとこちらが適用さ

れるものと考えております。他の建て替えもありますので、いつまでにという確約は出

来ません。 

 

（市民からの要望、質問） 

 例えば、町会でプレハブ等の建築を計画した場合、市からの助成の対象となるのでし 

ょうか。 

 

（市の回答） 

・集会所としての活用するためのプレハブ小屋でしたら、今市内で集会所を改築してい

るのは、災害時等の拠点とすべく耐震補強を実施しているので、それは対象とはならな

いと思います。 

 

（市民からの要望、質問） 

 特に、小学生等の児童、高齢者が自由に使える場所の提供をお願いしたいと思います。 

 

（市の回答） 

・この町会だけ集会所がないことは承知しておりますので、何とか対策を講じなければ

ならないと思っておりますので、町会長が提案しました旧木村商店の購入も一つの手

ではあると思いますが、負担金も伴いますし、集会所として機能するのかということ 

もあります。売買には、相手があることですので、これから話し合いの中で進めてい 



かなければならないと思います。 

 確認しますが、旧木村商店の集会所案は未だ町会の総意ではないのですよね。 

 

（市民からの要望、質問） 

総意ではありません。集会所機能を必要とすることは総意となっております。旧木村商

店跡地を購入するにあたっては、土地の半額は町会負担となるということですよね。建物

の改修は市のほうにお任せするという事には、ならないのですか。 

 

（市の回答） 

・今ある建物をそのまま集会所として使うことは、不可能だと考えます。用途変更手続き

や改修は、市が実施することになると思いますが、町会の負担も発生すると思います。

やはり、町会の総意として決まらなければ、次へは進めないと考えます。 

 

（市民からの要望、質問） 

 先日、猿賀公民館を建築する様子をみまして、びっくりしております。どうして、みな

みの町会と一緒に使うことが出来ないのかと疑問に思います。みなみの町会単独で建築す

るのは、難しいと思いますし、みなみの町会は戸数も多くありませんし町会負担も多くな

るものと想定します。すぐ近くにあるのに一緒に使用できないのかと思います。 

 

（市の回答） 

・両町会が合意すれば可能であり、一施設を二町会で使用していただければ、市としても

助かる話で、ただしそれには合意が必要であります。 

 

（市民からの要望、質問） 

 合意について市がもっと説得しなければならないのではないでしょうか。私たちにも集

会所を使う、平等に使う権利があるのではないでしょうか。 

 

（市の回答） 

・市の方からも、提案し合意形成を進めましたが至らなかったもので、よくわかりますが

合意にいたらないものは進められませんでした。 

 

（市民からの要望、質問） 

 猿賀公民館の建て替えが決まった時には、市の方からも一緒に使用できないかと申し入

れはしましたし、みなみの町会からも申し入れをしました。猿賀町会の役員の方は、大半

が同意してくれたようですが、猿賀の総会で単独で建設することが決定され、その決定に

は市も介入出来ないという形となりました。猿賀町会からお断りの連絡はありました。確

かに、私たちも他の町会と同様に権利を主張するのもわかりますが、現状では難しいもの

であることも理解できますし、みなみの単独だとそれなりの負担も出てくる感じがしてお 



りますし、土地についても相当の負担となるのではと想定されます。 

猿賀公民館が建築された場合には、みなみの町会も使用してもよいとなってはいます。

ただし、行事が重なった場合には、猿賀町会が優先して使用するということになっていま

す。そういう話し合いは、出来ています。今後、急な使用が発生した場合に猿賀公民館が

使用できるのかという問題があるので、現在は支所を使用させていただいている状態でし

て、コミュニケーションをとるには飲み食いしながらが昔からの日本人の特有の文化があ

りますので、どこか一室でも可能としていただければ、当座の間我慢はできると思ってい

ます。 

 

（市の回答） 

・可能だと考えます。時間は 10 時までは警備もおりますので可能と考えます。それ以降

の時間となると検討が必要となります。ここは市役所機能の他に、生涯学習センターも

併設されていることから 10時の設定になっております。 

 

（市民からの要望、質問） 

 後片付けとかもありますので、調理室も合わせて使わせていただきたい。 

 

（市の回答） 

・それらの配慮はさせていただきます。 

・他の地区でも同様の件がありましたが、合意にいたらず、だからといって市が無理矢理

に一緒にさせるとなると逆にコミュニティの崩壊に繋がりかねません。 

・施設の使い方については、町会とのお話合いの中である程度のルールづくりをしたいと

考えますので、また日を改めてご相談できればと思います。 

 

（市民からの要望、質問） 

 先ほどからお話を伺っておりますけど、無駄な金は使わないこれが一番だと思います。

だから、先ほどの話も一理あるとは思いますが、猿賀公民館は問題があってダメだとのお

話ですが、情けない話です。東日本大震災の現実を見なければならいと思います。どれだ

け人と人との繋がりが重要かということが良くわかると思います。震災自体は起こらなけ

れば良かったのですが、絆が大切なことがよくわからせられました。猿賀の総会では、ど

ういう話があったかはわかりませんが、仲良くやっていかなければダメなのです。絆が大

事ですが、未だこの辺は、よそ者はダメだという感じの雰囲気があるのかなと私は感じて

しまいます。すぐには変わるものではないと思いますが。 

 会館については、私はこの支所を使わせいただけることの方が良いと思います。何でも

揃っているのだから。約束を守ることも大事です。安全面はしっかりとしなければならな

いとも思います。庁舎建設に伴い、また施設に空きが出てくるわけですよね。建物自体は、

まだ新しいのにもったいないです。大いに活用すべきで、トイレもあるし、無駄な金は 

使わないこと。有効に使うことを考えていくべきだと思います。 



（市民からの要望、質問） 

 自由に使える施設が一番良いとは思いますが、先ほどから出ております負担の話にして

もこの町会は高齢の方も増えてきていますし、負担は少ないほうがいいと思います。ここ

を利用させてもらうことがいいのかなと考えてはきていました。 

 

（市民からの要望、質問） 

 各地区を見てきていますが、公民館や会館をフルに活用しているところは、ほとんど無

いと感じます。一時は大いに活用するという時期があったかもしれませんが、現在はあま

りないですよ。私達の年代はまだ活用するということはあるかもしれませんが、これから

の若い人たちは果たして使うのかと思います。先ほどから私の推測で申し訳ありません

が、これから利用しない施設が増える中で、新しいものではなく「今あるもの」を使うと

いうことがいいのではと思います。 

 

○歩道、横断歩道について 

（市民からの要望、質問） 

尾上中学校前の通り（市道中佐渡原線）には歩道があります。また町内のロマン館に向

かう道路（市道南田南野線）にも歩道がありますが、それを繋ぐ横断歩道がありません。

町内を歩く生徒達が歩道の無い方を歩いているのを見かけます。歩道を繋ぐ横断歩道があ

ればいいのかなと考えます。 

また、ロマン館の前の横断歩道も歩道がある側ではなく、東側に設置されております。

歩道を使うには横断歩道を 2回通らなければならず、遠回りになって使い勝手の悪いもの

になっています。場所を変えることはできないのでしょうか。 

 

（市の回答） 

・まずは、現場を確認します。横断歩道は、公安委員会の管轄となりますので、こういう

事情で危ないからとお話していくことになります。子どもたちの安全について係ること

であれば、優先してやっていきたいと思っておりますので。子どもたちの安全を考えて

公安委員会と協議してみます。 

 

○事故の多い交差点について 

（市民からの要望、質問） 

尾上総合支所車庫とバス車庫の間の交差点で非常に事故が多い。忘れたころに大きな事

故が起こる。一時停止が片方にしかないけど、全方向一時停止にしてはどうか。 

 

（市の回答） 

・以前、警察へ確認しましたところ、優先道路がありますので両方に設置することはで 

きないとの回答でした。 

 



○健康に関して 

（市民からの要望、質問） 

 青森県は短命県と言われておりますけど、市として短命の理由は把握しているものでし

ょうか。いろんな病気があって、こういうことに気をつければ短命県返上になりますよと

いったデータを広報なりに示していただければ効果があるのかなと、健康診断を受けるよ

うになるのかなと考えています。 

 

（市の回答） 

・生活習慣が一番の原因なのかなとは思います。塩分、飲酒、喫煙といったものが平川市

では 25 年のデータでは特に男性に出ておりました。具体的には、生活習慣病の研修な

りを市では実施しております。 

・昨年の 10月 25日に「健康づくり宣言」をいたしまして、平川市は健康寿命青森県№1

を目指すんだとそういう宣言をさせていただきました。まずは、1年に健康診断を受け

ていただきたいこと、2 つ目はバランスの良い食事、3 つ目は適度な運動をして欲しい

ということ、4つ目は心の健康、平川市は自殺率も高かったものですから家庭内のコミ

ュ二ケーションとか休養や睡眠を上手にとること、5つ目は子どものころから健康につ

いて様々なかたちで学ぶということ、この 5つの大きな柱で健康づくり宣言をさせてい

ただいて、これに基づいて今健康づくりのポイント制度とか様々なことをやらせていた

だいております。平川市の死亡の原因で 1番多いのは癌であります。目立って多かった

のが自殺であります。最近は、低くはなってきてはいます。 

・県としても短命県返上ということで、塩分取り過ぎないとかやっていまして、市として

も遅ればせながら、子どもたちの健康教育、大人についても高齢社会になっていますの

できるだけ介護が必要にならない状況を元気な高齢者でいることを目指してやらせて

いただいておりますので、市の事業に参加していただいて健康づくりに励んでいただけ

ればと思います。 

 

○生涯学習センターの設備について 

（市民からの要望、質問） 

 いつもクッキング室だとかを使わせていただいているのですが、水が出ないところがあ

ります。 

 

（市の回答） 

・設備の点検しておりますが、建築から年数もたっており消耗部材の劣化が原因と思われ

ます。早速対応いたします。 

 

 


